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Ⅰ．補正項目 

 

補正項目 

補正項目及び補正箇所は下表のとおり。 

補正項目 補正箇所 

Ⅱ．工事計画 

放射線管理施設 

4 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準

及び適用規格 

 

Ⅴ．添付書類 

１．添付資料 

資料5 

発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書 

資料6 

発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書 

資料17 

耐震性に関する説明書 

 

「Ⅲ．補正前後比較表」による。 

 

 

 

 

「Ⅲ．補正前後比較表」による。 
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Ⅱ．補正を必要とする理由を記載した書類 

 

 

補正を必要とする理由 

平成31年2月27日付け原子力発第18295号にて申請した工事計画認可申請書（令和元年

12月23日付け原子力発第19333号にて補正）について、記載の適正化等を行うことから、

「Ⅱ．工事計画」及び「Ｖ．添付書類」を補正する。 



 

Ⅲ．補正前後比較表 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅱ.工事計画 放射線管理施設 4 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化［既工事計画

（原規規発第1912241号）の

反映］ 

 

記載の適正化（記載内容の

繰り下がり。本施設におい

て以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅱ.工事計画 放射線管理施設 4 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅱ.工事計画 放射線管理施設 4 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅱ.工事計画 放射線管理施設 4 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅱ.工事計画 放射線管理施設 4 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅱ.工事計画 放射線管理施設 4 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅱ.工事計画 放射線管理施設 4 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料5 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

  

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料5 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

記載の充実化 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料5 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の充実化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料6-3 溢水評価条件の設定】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

  

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料17-1 耐震設計の基本方針】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の充実化 

（別紙説明資料の追加。 

資 料 17-1 に お い て 以 下 

同様。） 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料17-1 耐震設計の基本方針】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料17-1 耐震設計の基本方針】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

  

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料17-1 耐震設計の基本方針】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料17-1 耐震設計の基本方針】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

－ 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料17-1 耐震設計の基本方針】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

－ 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料17-1 耐震設計の基本方針】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

－ 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料17-1 耐震設計の基本方針】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

－ 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料17-1 耐震設計の基本方針】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

－ 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料17-1 耐震設計の基本方針】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

－ 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料17-1 耐震設計の基本方針】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

－ 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料17-1 耐震設計の基本方針】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

－ 

 
 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料17-1 耐震設計の基本方針】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

－ 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料17-1 耐震設計の基本方針】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

－ 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料17-1 耐震設計の基本方針】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

－ 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料17-1 耐震設計の基本方針】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

－ 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料17-1 耐震設計の基本方針】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

－ 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料17-1 耐震設計の基本方針】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

－ 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料17-1 耐震設計の基本方針】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

－ 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料17-1 耐震設計の基本方針】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

－ 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料17-1 耐震設計の基本方針】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

－ 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料17-1 耐震設計の基本方針】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

－ 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料17-1 耐震設計の基本方針】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

－ 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料17-1 耐震設計の基本方針】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

－ 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料17-1 耐震設計の基本方針】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

－ 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料17-1 耐震設計の基本方針】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

－ 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料17-1 耐震設計の基本方針】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

－ 

 

 

 

 

 

 

 



－ 

伊方発電所第３号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料17-1 耐震設計の基本方針】 

変 更 前 変 更 後 備  考 

－ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅳ．補正内容を反映した書類 

 



－Ⅱ-6-4-1－ 

放射線管理施設 

加圧水型発電用原子炉施設に係るものにあっては、次の事項 

4 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格 

(1) 基本設計方針

本工事計画における「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」の適用条文に関係する範囲に限る。

変 更 前 変 更 後

用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する

規則」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」並びにこれらの

解釈による。 

それ以外の用語については以下に定義する。 

1. 放射線管理施設の基本設計方針においては、設置許可基準規則第2条第2項第11号に規

定される「重大事故等対処施設」は、設置許可基準規則第2条第2項第12号に規定され

る「特定重大事故等対処施設」を含まないものとする。

2. 放射線管理施設の基本設計方針においては、設置許可基準規則第2条第2項第14号に規

定される「重大事故等対処設備」は、設置許可基準規則第2条第2項第12号に規定され

る「特定重大事故等対処施設」を構成するものを含まないものとする。

変更なし 

第2章 個別項目 

1. 放射線管理施設

1.1 放射線管理用計測装置

発電用原子炉施設には、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時

において、当該発電用原子炉施設における各系統の放射性物質の濃度、原子炉格納容器

内、燃料取扱場所等の管理区域内等の主要箇所の外部放射線に係る線量当量率等を監視

及び測定するために、プロセスモニタリング設備、エリアモニタリング設備及び放射線

サーベイ設備を設ける。放射線業務従事者及び管理区域内に立ち入る者の管理区域への

出入管理、個人被ばくの管理、汚染の管理、放射線分析業務等を行うため、出入管理設

備、個人被ばく管理関係設備、汚染管理設備及び試料分析関係設備(一部1,2,3号機共用)

を設ける。発電所外へ放出する放射性物質の濃度及び周辺監視区域境界付近の放射線量

を監視するためにプロセスモニタリング設備、固定式周辺モニタリング設備及び移動式

周辺モニタリング設備を設ける。また、風向、風速その他気象条件を測定するため、環

境測定装置を設ける。

プロセスモニタリング設備、エリアモニタリング設備及び固定式周辺モニタリング設

備については、必要な情報を中央制御室及び緊急時対策所(EL.32m)に表示できる設計と

する。 

発電用原子炉施設の機械又は器具の機能の喪失、誤操作その他の異常により発電用原

子炉の運転に著しい支障を及ぼすおそれが発生した場合(原子炉格納容器内の放射能レベ

ルが設定値を超えた場合及び復水器真空ポンプから排出される排気ガス中の放射能レベ

ルが設定値を超えた場合)に、これらを確実に検出して自動的に中央制御室に警報(原子

炉格納容器内放射能高及び復水器排気放射能高)を発信する装置を設ける。

排気筒の出口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質の濃度、管理区域

第2章 個別項目 

1. 放射線管理施設

1.1 放射線管理用計測装置

変更なし 
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変 更 前 変 更 後 

内において人が常時立ち入る場所その他放射線管理を特に必要とする場所(燃料取扱場所

その他の放射線業務従事者に対する放射線障害の防止のための措置を必要とする場所を

いう。)の線量当量率及び周辺監視区域に隣接する地域における空間線量率が著しく上昇

した場合に、これらを確実に検出して自動的に中央制御室に警報 (排気筒放射能高、エ

リア放射線モニタ放射能高及び周辺監視区域放射能高)を発信する装置を設ける。 

上記の警報を発信する装置は、表示ランプの点灯及びブザー鳴動等により運転員に通

報できる設計とする。 

重大事故等が発生した場合に、原子炉格納容器内の線量当量率、使用済燃料ピット区

域の空間線量率、発電所及びその周辺(発電所の周辺海域を含む。)において発電用原子

炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視及び測定し、並びにその結

果を記録するために、エリアモニタリング設備及び移動式周辺モニタリング設備を設置

及び保管する。重大事故等が発生した場合に発電所において風向、風速その他の気象条

件を測定し、その結果を記録するために、環境測定装置を保管する。 

 

1.1.1 プロセスモニタリング設備 

通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、蒸気発生

器の出口における2次冷却材の放射性物質の濃度、原子炉格納容器内の放射性物質の

濃度、排気筒の出口近傍における排気中の放射性物質の濃度及び排水口近傍におけ

る排水中の放射性物質の濃度を計測するために、プロセスモニタリング設備（「3号

機設備」及び「1号機設備、1，2，3号機共用(焼却炉建家)」）を設け、3号機設備の

計測結果を中央制御室に、1号機設備(焼却炉建家)の計測結果を焼却炉建家内制御室

に表示できる設計とする。また、計測結果を記録し、及び保存できる設計とする。 

1次冷却材の放射性物質の濃度は、試料採取設備により断続的に試料を採取し分析

を行い、測定結果を記録し、及び保存できる設計とする。また、1次冷却材の放射性

物質の濃度の傾向を監視するために、1次冷却材モニタを設ける。  

また、放射性物質により汚染するおそれがある管理区域に開口部がある排水路を

施設しないことから、排水路の出口近傍における排水中の放射性物質の濃度を計測

するための設備を設けない設計とする。 

 

1.1.2 エリアモニタリング設備 

通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に、管理区域内にお

いて人が常時立ち入る場所その他放射線管理を特に必要とする場所における線量当

量率を計測するために、エリアモニタリング設備（「3号機設備」及び「1号機設備、

1,2,3号機共用(焼却炉建家)」）を設け、3号機設備の計測結果を中央制御室に、1号

機設備(焼却炉建家)の計測結果を焼却炉建家内制御室に表示できる設計とする。ま

た、計測結果を記録し、及び保存できる設計とする。 

エリアモニタリング設備のうち、原子炉格納容器内の線量当量率を計測又は監視

及び記録することができる格納容器高レンジエリアモニタ（低レンジ）及び格納容

器高レンジエリアモニタ（高レンジ）を設置し、それぞれ多重性、独立性を確保し

 

 

 

 

 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 プロセスモニタリング設備 

 

 

 

 

 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 エリアモニタリング設備 

通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に、管理区域内にお

いて人が常時立ち入る場所その他放射線管理を特に必要とする場所における線量当

量率を計測するために、エリアモニタリング設備（「3号機設備」及び「1号機設備、

1,2,3号機共用(焼却炉建家)」）を設け、3号機設備の計測結果を中央制御室に、1号

機設備(焼却炉建家)の計測結果を焼却炉建家内制御室に表示できる設計とする。ま

た、計測結果を記録し、及び保存できる設計とする。 

エリアモニタリング設備のうち、原子炉格納容器内の線量当量率を計測又は監視

及び記録することができる格納容器高レンジエリアモニタ（低レンジ）及び格納容

器高レンジエリアモニタ（高レンジ）を設置し、それぞれ多重性、独立性を確保し
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た設計とする。 

重大事故等が発生し、当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパ

ラメータとして、原子炉格納容器内の線量当量率の監視に必要な計測装置である格

納容器高レンジエリアモニタ（低レンジ）及び格納容器高レンジエリアモニタ（高

レンジ）を設ける設計とする。また、計測機器（非常用のものを含む。）の故障によ

り、当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測する

ことが困難となった場合において、当該パラメータを推定するために必要なパラメ

ータを計測する設備を設置する設計とする。これらパラメータを、炉心損傷防止対

策及び格納容器破損防止対策を成功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を

把握するためのパラメータとする。 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を成功させるために必要な発電用原

子炉施設の状態を把握するためのパラメータの計測装置の計測範囲は、設計基準事

故時に想定される変動範囲の最大値を考慮し、適切に対応するための計測範囲を有

する設計とするとともに、重大事故等が発生し、当該重大事故等に対処するために

監視することが必要な原子炉格納容器内の線量当量率のパラメータを計測すること

が困難となった場合は、パラメータの推定の対応手段等により推定できる設計とす

る。 

重大事故等時に設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態を把握す

るための能力を明確化するとともに、パラメータの計測が困難となった場合又は計

測範囲を超えた場合に、代替パラメータによる推定の対応手段等、複数のパラメー

タの中から確からしさを考慮した優先順位を定める設計とする。 

原子炉格納容器内の線量当量率は想定される重大事故等の対応に必要となるパラ

メータとして、計測又は監視できる設計とする。また、測定結果は中央制御室に指

示又は表示し、記録できる設計とする。 

重大事故等の対応に必要となるパラメータは、安全パラメータ表示システムに電

磁的に記録、保存し、電源喪失により保存した記録が失われない設計とする。ま

た、記録については必要な容量を保存できる設計とする。 

エリアモニタリング設備のうち使用済燃料ピット付近に設けるものは、外部電源

が使用できない場合においても非常用所内電源からの電源供給により、線量当量率

を計測することができる設計とする。 

重大事故等時に使用済燃料ピットに係る監視に必要な設備として、可搬型使用済

燃料ピットエリアモニタを設置及び保管する。重大事故等により変動する可能性の

ある範囲にわたり測定可能な設計とする。また、計測結果は、中央制御室に表示

し、記録及び保存できる設計とする。 

可搬型使用済燃料ピットエリアモニタは、あらかじめ複数の設置場所での線量率

の相関（減衰率）関係の評価及び各設置場所間での関係性を把握し、測定結果の傾

向を確認することで、使用済燃料ピット区域の空間線量率を推定できる設計とす

る。 

また、可搬型使用済燃料ピットエリアモニタの放射線計測器部は可搬とし、放射

た設計とする。 

重大事故等が発生し、当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパ

ラメータとして、原子炉格納容器内の線量当量率の監視に必要な計測装置である格

納容器高レンジエリアモニタ（低レンジ）及び格納容器高レンジエリアモニタ（高

レンジ）を設ける設計とする。また、計測機器（非常用のものを含む。）の故障によ

り、当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測する

ことが困難となった場合において、当該パラメータを推定するために必要なパラメ

ータを計測する設備を設置する設計とする。これらパラメータを、炉心損傷防止対

策及び格納容器破損防止対策を成功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を

把握するためのパラメータとする。 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を成功させるために必要な発電用原

子炉施設の状態を把握するためのパラメータの計測装置の計測範囲は、設計基準事

故時に想定される変動範囲の最大値を考慮し、適切に対応するための計測範囲を有

する設計とするとともに、重大事故等が発生し、当該重大事故等に対処するために

監視することが必要な原子炉格納容器内の線量当量率のパラメータを計測すること

が困難となった場合は、パラメータの推定の対応手段等により推定できる設計とす

る。 

重大事故等時に設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態を把握す

るための能力を明確化するとともに、パラメータの計測が困難となった場合又は計

測範囲を超えた場合に、代替パラメータによる推定の対応手段等、複数のパラメー

タの中から確からしさを考慮した優先順位を定める設計とする。 

原子炉格納容器内の線量当量率は想定される重大事故等の対応に必要となるパラ

メータとして、計測又は監視できる設計とする。また、測定結果は中央制御室に指

示又は表示し、記録できる設計とする。 

重大事故等の対応に必要となるパラメータは、安全パラメータ表示システムに電

磁的に記録、保存し、電源喪失により保存した記録が失われない設計とする。ま

た、記録については必要な容量を保存できる設計とする。 

エリアモニタリング設備のうち使用済燃料ピット付近に設けるものは、外部電源

が使用できない場合においても非常用所内電源からの電源供給により、線量当量率

を計測することができる設計とする。 

重大事故等時に使用済燃料ピットに係る監視に必要な設備として、可搬型使用済

燃料ピットエリアモニタを設置及び保管する。重大事故等により変動する可能性の

ある範囲にわたり測定可能な設計とする。また、計測結果は、中央制御室に表示

し、記録及び保存できる設計とする。 

可搬型使用済燃料ピットエリアモニタは、あらかじめ複数の設置場所での線量率

の相関（減衰率）関係の評価及び各設置場所間での関係性を把握し、測定結果の傾

向を確認することで、使用済燃料ピット区域の空間線量率を推定できる設計とす

る。 

また、可搬型使用済燃料ピットエリアモニタの放射線計測器部は可搬とし、放射
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線計測器部の出力信号を変換する変換器は常設で構成する設計とする。 

可搬型使用済燃料ピットエリアモニタは、ディーゼル発電機に加えて、代替電源

設備である空冷式非常用発電装置から給電できる設計とする。  

 

エリアモニタリング設備のうち緊急時対策所(EL.32m)に設ける緊急時対策所エリ

アモニタは、重大事故等時に緊急時対策所(EL.32m)内への希ガス等の放射性物質の

侵入を低減又は防止するための確実な判断ができるよう放射線量を監視、測定し、

計測結果を記録及び保存できる設計とする。 

 

1.1.3 固定式周辺モニタリング設備 

通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、発電用原

子炉施設から放出される放射線量を監視及び測定するために、固定式周辺モニタリ

ング設備として周辺監視区域境界付近にモニタリングステーション（1号機設備、

1,2,3号機共用（以下同じ。））及びモニタリングポスト（1号機設備、1,2,3号機共用

（以下同じ。））を設け、中央制御室及び緊急時対策所(EL.32m)に表示できる設計と

する。また、計測結果を記録し、及び保存できる設計とする。 

通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時におけるモニタリン

グステーション及びモニタリングポストから中央制御室及び緊急時対策所(EL.32m)

までのデータ伝送系は多様性を有する設計とする。 

モニタリングステーション及びモニタリングポストは非常用所内電源に接続し、

外部電源復旧までの期間、電源を供給できる設計とする。さらに、専用の無停電電

源装置を有し、電源切替時の短時間の停電時に電源を供給できる設計とし、重大事

故等時には、ディーゼル発電機に加えて、全交流動力電源喪失時においても代替電

源設備である空冷式非常用発電装置(注)から給電できる設計とする。 

 

 

1.1.4 移動式周辺モニタリング設備 

通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、周辺監視

区域境界付近の放射性物質の濃度を測定するために、移動式周辺モニタリング設備

として、空気中の放射性粒子及び放射性よう素の濃度を測定するサンプラと測定器

を備えたモニタリングカー（1号機設備、1,2,3号機共用（以下同じ。））を設け、測

定結果を表示し、記録し、及び保存できる設計とする。ただし、モニタリングカー

による断続的な試料の分析は、従事者が測定結果を記録し、及びこれを保存し、そ

の記録を確認することをもって、これに代えるものとする。 

重大事故等が発生した場合に、発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）

において発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視

し、及び測定し、並びにその結果を記録するために必要な重大事故等対処設備とし

て、移動式周辺モニタリング設備を保管する。 

モニタリングステーション又はモニタリングポストがその機能を喪失した場合を

線計測器部の出力信号を変換する変換器は常設で構成する設計とする。 

可搬型使用済燃料ピットエリアモニタは、ディーゼル発電機に加えて、代替電源

設備である非常用ガスタービン発電機又は空冷式非常用発電装置から給電できる設

計とする。  

エリアモニタリング設備のうち緊急時対策所(EL.32m)に設ける緊急時対策所エリ

アモニタは、重大事故等時に緊急時対策所(EL.32m)内への希ガス等の放射性物質の

侵入を低減又は防止するための確実な判断ができるよう放射線量を監視、測定し、

計測結果を記録及び保存できる設計とする。 

 

1.1.3 固定式周辺モニタリング設備 

通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、発電用原

子炉施設から放出される放射線量を監視及び測定するために、固定式周辺モニタリ

ング設備として周辺監視区域境界付近にモニタリングステーション（1号機設備、

1,2,3号機共用（以下同じ。））及びモニタリングポスト（1号機設備、1,2,3号機共用

（以下同じ。））を設け、中央制御室及び緊急時対策所(EL.32m)に表示できる設計と

する。また、計測結果を記録し、及び保存できる設計とする。 

通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時におけるモニタリン

グステーション及びモニタリングポストから中央制御室及び緊急時対策所(EL.32m)

までのデータ伝送系は多様性を有する設計とする。 

モニタリングステーション及びモニタリングポストは非常用所内電源に接続し、

外部電源復旧までの期間、電源を供給できる設計とする。さらに、専用の無停電電

源装置を有し、電源切替時の短時間の停電時に電源を供給できる設計とし、重大事

故等時には、ディーゼル発電機に加えて、全交流動力電源喪失時においても代替電

源設備である非常用ガスタービン発電機又は空冷式非常用発電装置から給電できる

設計とする。 

 

1.1.4 移動式周辺モニタリング設備 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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代替する移動式周辺モニタリング設備として、可搬型代替モニタを設け、重大事故

等が発生した場合に、発電所敷地境界付近において、発電用原子炉施設から放出さ

れる放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録できる設計とする。記

録は、電磁的に記録、保存し、電源喪失により保存した記録が失われず、必要な容

量を保存できる設計とする。可搬型代替モニタは、モニタリングステーション及び

モニタリングポストを代替し得る十分な個数を保管する。また、指示値は、無線に

より伝送し、緊急時対策所(EL.32m)で監視できる設計とする。 

重大事故等が発生した場合に、発電所海側や緊急時対策所(EL.32m)に発電用原子

炉施設から放出される放射線量を監視するための移動式周辺モニタリング設備とし

て、可搬型代替モニタとあわせて原子炉格納施設を囲む8方位における放射線量の測

定が可能な個数として発電所海側4方位に4個及び緊急時対策所(EL.32m)の加圧判断

用として1個の可搬型モニタを設け、測定結果を記録できる設計とする。記録は、電

磁的に記録、保存し、電源喪失により保存した記録が失われず、必要な容量を保存

できる設計とする。また、指示値は、無線により伝送し、緊急時対策所(EL.32m)で

監視できる設計とする。 

重大事故等が発生した場合に、発電所及びその周辺（周辺海域を含む。）において

発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度（空気中、水中、土壌中）及び

放射線量を監視するための移動式周辺モニタリング設備として、NaIシンチレーショ

ンサーベイメータ、GM汚染サーベイメータ、ZnSシンチレーションサーベイメータ及

び電離箱サーベイメータを設け、測定結果を記録できるように測定値を表示できる

設計とし、可搬型ダストサンプラ（個数1（予備1））を保管する。周辺海域において

は、小型船舶（台数1（予備1））（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の設備を放射

線管理施設の設備として兼用）を用いる設計とする。 

重大事故等が発生した場合に使用するこれらの設備は、炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損が発生した場合に放出されると想定される放射性物質の濃度及

び放射線量を測定できる設計とする。 

 

1.1.5 環境測定装置 

放射性気体廃棄物の放出管理、発電所周辺の被ばく線量評価及び一般気象データ

収集並びに発電用原子炉施設の外部の状況を把握するため、気象観測設備（1号機設

備、1,2,3号機共用）を設け、測定結果を中央制御室に表示できる設計とする。ま

た、敷地内における風向及び風速の測定結果を記録し、及び保存できる設計とす

る。 

重大事故等が発生した場合に、発電所において風向、風速その他の気象条件を測

定し、及びその結果を記録するために必要な重大事故等対処設備として、可搬型気

象観測設備（個数1（予備1））を保管する。 

可搬型気象観測設備は、重大事故等が発生した場合に、発電所において風向、風

速その他の気象条件を測定し、測定結果を記録できる設計とし、電磁的に記録、保

存し、電源喪失により保存した記録が失われない設計とする。記録は必要な容量を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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保存できる設計とする。また、指示値は、無線により伝送し、緊急時対策所

(EL.32m)で監視できる設計とする。 

 

 

変更なし 

2. 換気装置、生体遮蔽装置 

2.1 中央制御室、緊急時対策所の居住性を確保するための防護措置 

中央制御室は、原子炉冷却材喪失等の設計基準事故時に、中央制御室内にとどまり必

要な操作、措置を行う運転員が過度の被ばくを受けないよう施設し、運転員の勤務形態

を考慮し、事故後30日間において、運転員が中央制御室に入り、とどまっても、中央制

御室遮へいを透過する放射線による線量、中央制御室に取り込まれた外気による線量及

び入退域時の線量が、中央制御室の気密性並びに中央制御室換気空調設備、中央制御室

遮へい及び外部遮へいの機能とあいまって、「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被

ばく評価手法について（内規）」に基づく被ばく評価により、「実用発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」に示される100mSvを

超えない設計とする。また、気体状の放射性物質及び中央制御室外の火災等により発生

する燃焼ガス又はばい煙、有毒ガス及び降下火砕物に対する換気設備の隔離その他の適

切に防護するための設備を設ける設計とする。 

運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる重大事故等時においても運転員がと

どまるために必要な設備を施設し、中央制御室遮へいを透過する放射線による線量、中

央制御室に取り込まれた外気による線量及び入退域時の線量が、全面マスク等の着用及

び運転員の交代要員体制を考慮し、その実施のための体制を整備することで、中央制御

室の気密性並びに中央制御室換気空調設備、中央制御室遮へい及び外部遮へいの機能と

あいまって、運転員の実効線量が7日間で100mSvを超えない設計とする。重大事故等時の

居住性に係る被ばく評価では、設計基準事故時の手法を参考にするとともに、重大事故

等時に放出される放射性物質の種類、全交流動力電源喪失時の中央制御室換気空調設備

の起動遅れ等、重大事故等時の評価条件を適切に考慮する。 

設計基準事故時及び重大事故等時において、中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素

濃度が活動に支障がない範囲にあることを把握できるよう計測制御系統施設の可搬型の

酸素濃度計（中央制御室用）及び二酸化炭素濃度計（中央制御室用）を使用し、中央制

御室の居住性を確保できるようにする。 

重大事故等が発生し、中央制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下に

おいて、運転員が中央制御室の外側から室内に放射性物質による汚染を持ち込むことを

防止するため、身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うための区画を設ける設計と

し、身体サーベイの結果、運転員の汚染が確認された場合は、運転員の除染を行うこと

ができる区画を身体サーベイを行う区画に隣接して設けることができるよう考慮する。 

中央制御室と身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うための区画の照明は、計測制

御系統施設の中央制御室用可搬型照明を使用する。また、炉心の著しい損傷が発生した

場合において、原子炉格納施設のアニュラス空気再循環設備により、原子炉格納容器か

ら漏えいした空気中の放射性物質の濃度を低減できる設計とする。中央制御室換気空調

2. 換気装置、生体遮蔽装置 

2.1 中央制御室、緊急時対策所の居住性を確保するための防護措置 

中央制御室は、原子炉冷却材喪失等の設計基準事故時に、中央制御室内にとどまり必

要な操作、措置を行う運転員が過度の被ばくを受けないよう施設し、運転員の勤務形態

を考慮し、事故後30日間において、運転員が中央制御室に入り、とどまっても、中央制

御室遮へいを透過する放射線による線量、中央制御室に取り込まれた外気による線量及

び入退域時の線量が、中央制御室の気密性並びに中央制御室換気空調設備、中央制御室

遮へい及び外部遮へいの機能とあいまって、「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被

ばく評価手法について（内規）」に基づく被ばく評価により、「実用発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」に示される100mSvを

超えない設計とする。また、気体状の放射性物質及び中央制御室外の火災等により発生

する燃焼ガス又はばい煙、有毒ガス及び降下火砕物に対する換気設備の隔離その他の適

切に防護するための設備を設ける設計とする。 

運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる重大事故等時においても運転員がと

どまるために必要な設備を施設し、中央制御室遮へいを透過する放射線による線量、中

央制御室に取り込まれた外気による線量及び入退域時の線量が、全面マスク等の着用及

び運転員の交代要員体制を考慮し、その実施のための体制を整備することで、中央制御

室の気密性並びに中央制御室換気空調設備、中央制御室遮へい及び外部遮へいの機能と

あいまって、運転員の実効線量が7日間で100mSvを超えない設計とする。重大事故等時の

居住性に係る被ばく評価では、設計基準事故時の手法を参考にするとともに、重大事故

等時に放出される放射性物質の種類、全交流動力電源喪失時の中央制御室換気空調設備

の起動遅れ等、重大事故等時の評価条件を適切に考慮する。 

設計基準事故時及び重大事故等時において、中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素

濃度が活動に支障がない範囲にあることを把握できるよう計測制御系統施設の可搬型の

酸素濃度計（中央制御室用）及び二酸化炭素濃度計（中央制御室用）を使用し、中央制

御室の居住性を確保できるようにする。 

重大事故等が発生し、中央制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下に

おいて、運転員が中央制御室の外側から室内に放射性物質による汚染を持ち込むことを

防止するため、身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うための区画を設ける設計と

し、身体サーベイの結果、運転員の汚染が確認された場合は、運転員の除染を行うこと

ができる区画を身体サーベイを行う区画に隣接して設けることができるよう考慮する。 

中央制御室と身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うための区画の照明は、計測制

御系統施設の中央制御室用可搬型照明を使用する。また、炉心の著しい損傷が発生した

場合において、原子炉格納施設のアニュラス空気再循環設備により、原子炉格納容器か

ら漏えいした空気中の放射性物質の濃度を低減できる設計とする。中央制御室換気空調
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設備、中央制御室用可搬型照明及びアニュラス空気再循環設備は、ディーゼル発電機に

加えて、全交流動力電源喪失時においても代替電源設備である空冷式非常用発電装置か

ら給電できる設計とする。 

重大事故等時において、緊急時対策所の居住性を確保するための設備として、緊急時

対策所換気設備、緊急時対策所遮へい及び外部遮へいを設ける。 

緊急時対策所換気設備は、緊急時対策所(EL.32m)内への希ガス等の放射性物質の侵入

を低減又は防止するとともに、緊急時対策所(EL.32m)の気密性に対して十分な余裕を考

慮した換気設計を行い、緊急時対策所(EL.32m)の気密性並びに緊急時対策所遮へい及び

外部遮へいの性能とあいまって、居住性に係る判断基準を満足する設計とする。 

緊急時対策所遮へい及び外部遮へいは、緊急時対策所(EL.32m)の気密性及び緊急時対

策所換気設備の性能とあいまって、居住性に係る判断基準を満足する設計とする。 

緊急時対策所(EL.32m)は、重大事故等が発生し、緊急時対策所(EL.32m)の外側が放射

性物質により汚染したような状況下において、重大事故等に対処するための対策要員が

緊急時対策所(EL.32m)の外側から室内に放射性物質による汚染を持ち込むことを防止で

きるよう、身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うための区画を設置する設計とす

る。身体サーベイの結果、対策要員の汚染が確認された場合は、対策要員の除染を行う

ことができる区画を、身体サーベイを行う区画に隣接して設置することができるよう考

慮する。 

身体サーベイ、作業服の着替え等を行うための区画では、放射線管理用計測装置等を

用いて出入管理を行い、汚染の持ち込みを防止する。 

 

 

 

 

設備、中央制御室用可搬型照明及びアニュラス空気再循環設備は、ディーゼル発電機に

加えて、全交流動力電源喪失時においても代替電源設備である非常用ガスタービン発電

機又は空冷式非常用発電装置から給電できる設計とする。 

重大事故等時において、緊急時対策所の居住性を確保するための設備として、緊急時

対策所換気設備、緊急時対策所遮へい及び外部遮へいを設ける。 

緊急時対策所換気設備は、緊急時対策所(EL.32m)内への希ガス等の放射性物質の侵入

を低減又は防止するとともに、緊急時対策所(EL.32m)の気密性に対して十分な余裕を考

慮した換気設計を行い、緊急時対策所(EL.32m)の気密性並びに緊急時対策所遮へい及び

外部遮へいの性能とあいまって、居住性に係る判断基準を満足する設計とする。 

緊急時対策所遮へい及び外部遮へいは、緊急時対策所(EL.32m)の気密性及び緊急時対

策所換気設備の性能とあいまって、居住性に係る判断基準を満足する設計とする。 

緊急時対策所(EL.32m)は、重大事故等が発生し、緊急時対策所(EL.32m)の外側が放射

性物質により汚染したような状況下において、重大事故等に対処するための対策要員が

緊急時対策所(EL.32m)の外側から室内に放射性物質による汚染を持ち込むことを防止で

きるよう、身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うための区画を設置する設計とす

る。身体サーベイの結果、対策要員の汚染が確認された場合は、対策要員の除染を行う

ことができる区画を、身体サーベイを行う区画に隣接して設置することができるよう考

慮する。 

身体サーベイ、作業服の着替え等を行うための区画では、放射線管理用計測装置等を

用いて出入管理を行い、汚染の持ち込みを防止する。 

 

 （注）記載の適正化を行う。既工事計画書には「非常用空冷式発電装置」と記載。 
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3. 火災防護の基本事項 

非常用ガスタービン発電機設備及び平成31年２月27日付原子力発第18296号で申請

した所内常設直流電源設備（３系統目）（以下「非常用ガスタービン発電機設備等」と

いう。）が設置される火災区域又は火災区画に対して火災防護対策を実施することから、

本項では、火災防護を行う機器等を選定し、火災区域及び火災区画の設定について説明

する。 

 

3.1 火災防護を行う機器等の選定 

非常用ガスタービン発電機設備等は、火災により重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれないよう、火災防護対策を講じる設計とする。火災防護対策を

行うに当たり、非常用ガスタービン発電機設備等を設置する区域を火災区域及び火

災区画に設定し、火災防護対策を講じる。 

非常用ガスタービン発電機設備等のうち火災防護対策を講じる機器を第3-1表に

示す。 

また、GT/B-10、GT/B-17及びGT/B-18の区画は、平成31年２月27日付原子力発第

18296号で申請した所内常設直流電源設備（３系統目）が設置される火災区域及び区

画である。 

 

3.2 火災区域及び火災区画の設定 

(1) 火災区域の設定 

a．屋 内 

非常用ガスタービン発電機建屋内において、耐火壁により囲まれ他の区

域と分離される区域を、「3.1 火災防護を行う機器等の選定」において選定

する非常用ガスタービン発電機設備等、重大事故等対処施設（非常用ガスタ

ービン発電機設備等を除く。）及び設計基準事故対処設備の配置を考慮して、

火災区域を設定する。 

b．屋 外 

屋外の火災区域は、他の区域と分離して火災防護対策を実施するために、

「3.1 火災防護を行う機器等の選定」において選定する非常用ガスタービ

ン発電機設備等を設置する区域を火災区域として設定する。 

(2) 火災区画の設定 

火災区画は、建屋内及び屋外で「3.1 火災防護を行う機器等の選定」におい

て、設定する火災区域を、系統分離の状況、壁の設置状況及び重大事故等対処

施設（非常用ガスタービン発電機設備等を除く。）と設計基準事故対処設備の

配置に応じて分割して設定する。 
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第3-1表 重大事故等対処施設（非常用ガスタービン発電機）の機器リスト 

火災区域・区画 重大事故等対処施設 備 考 

GT/B-1 非常用ガスタービン発電機燃料油貯油槽 A  

GT/B-2 非常用ガスタービン発電機燃料油貯油槽 B  

GT/B-4 非常用ガスタービン制御用蓄電池  

GT/B-5 非常用ガスタービン発電機  

GT/B-5 非常用ガスタービン発電機ガスタービン  

GT/B-5 非常用ガスタービン発電機燃料油移送ポンプ  

GT/B-5 
非常用ガスタービン発電機燃料油 

サービスタンク 
 

GT/B-7 非常用ガスタービン発電機制御盤  

GT/B-15 
非常用ガスタービン発電機メタルクラッド 

開閉装置 
 

GT/B-10 蓄電池（３系統目） ※ 

※平成 31 年２月 27 日付原子力発第 18296 号で申請した設備 
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第4-1表 潤滑油及び燃料油を内包する設備のある火災区画の換気空調設備 

「潤滑油」及び「燃料油」

を内包する設備のある火災

区画 

換気空調設備 

非常用ガスタービン 

発電機室 

非常用ガスタービン発電機室排気ファン 

非常用ガスタービン発電機室換気扇 

燃料油移送ポンプエリア換気扇 

 

 

 

第4-2表 水素を内包する設備のある火災区画の換気空調設備 

水素を内包する 

設備のある火災区画 
換気空調設備 

非常用ガスタービン制御用 

蓄電池室 
非常用ガスタービン発電機蓄電池室排気ファン 
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なお、平成31年２月27日付原子力発第18296号で申請した所内常設直流電源設

備（３系統目）は、流体を内包する機器ではないことから溢水源とはならない。 

 

2.4 その他の溢水 

その他の溢水として、地震以外の自然現象に伴う屋外タンクの破損による溢水、

地下水の流入による溢水及び機器の誤作動や弁グランド部、配管フランジ部からの

漏えい事象を想定する。 

 

 

(1) 地震以外の自然現象に伴う屋外タンクの破損による溢水 

屋外タンクへ影響を及ぼす可能性のある地震以外の自然現象について、平成

28.3.23付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料8-3「溢水評価

条件の設定」の「2.4 その他の溢水」と同様に第2-4表のとおり整理し、検討すべ

き自然現象の抽出を行う。結果として、竜巻における飛来物の衝突による屋外タ

ンクの損傷を考慮するが、非常用ガスタービン発電機建屋周辺の敷地標高の影響

により屋外タンクから流出した溢水はEL.32mに滞留しないため、竜巻における飛

来物によって非常用ガスタービン発電機建屋に影響を与える可能性のある屋外

タンクはなく、地震以外の自然現象に伴う屋外タンクからの溢水は、地震破損に

よる評価に包絡される。 
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1. 概要 

本資料は、本工事計画の申請施設が「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基

準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）及び「実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に関する規則の解釈」の第49条に基づき、地震力が作用した場

合においても当該施設を十分に支持することができる地盤に設置されること、また、

第50条に基づき、地震による損傷の防止を図る設計とすることの基本方針を説明する

ものである。 

なお、上記条文以外への適合性を説明する各資料にて基準地震動Ssに対して機能を

保持するとしているものとして、第52条に係る火災防護設備の耐震性については別添1

に、第54条に係る溢水防護に関する設備の耐震性については別添2にて説明する。 

 

2. 耐震設計の基本方針 

2.1 基本方針 

発電用原子炉施設の耐震設計は、設計基準対象施設については地震により安全機

能が損なわれるおそれがないこと、重大事故等対処施設については地震により重大

事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないことを目的とし、

「技術基準規則」に適合するように設計する。 

申請施設の耐震設計の基本方針は、平成28年3月23日付け原規規発第1603231号に

て認可された工事計画の資料13-1「耐震設計の基本方針」の「2.1 基本方針」及び

平成30年11月26日付け原規規発第1811269号にて認可された工事計画の資料2-1「耐

震設計の基本方針」の「2.1 基本方針」に基づき、以下のとおりとする。なお、施

設の設計に当たっては、設置（変更）許可（平成27年7月15日）を受けた基準地震

動Ss及び弾性設計用地震動Sdを考慮することとし、その概要を資料17-2「基準地震

動Ss及び弾性設計用地震動Sdの概要」に示す。 

本工事計画の申請施設の耐震設計を行うにあたっては、平成31年２月27日付原子

力発第18296号で申請した所内常設直流電源設備（３系統目）の荷重を考慮する。 

 

(1) 申請施設のうち重大事故等対処施設は、各設備が有する重大事故等に対処す

るために必要な機能及び設置状態を踏まえて、設備分類を常設耐震重要重大

事故防止設備及び常設重大事故緩和設備とし、分類した設備が設置される施

設の区分に応じた地震力による設計とする。 

 

(2) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重

大事故等対処施設については、基準地震動Ssによる地震力が作用した場合に

おいても、接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

これらの地盤の評価については、資料17-3「地盤の支持性能に係る基本方針」

に示す。 
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  本工事計画の申請施設を設置する地盤については、非常用ガスタービン発電

機の設置に係る設置（変更）許可から構造物の形状や地盤の状況に変更はな

く、技術基準規則第49条に適合していることを確認している。その詳細につ

いて、資料17-1「耐震設計の基本方針」別紙「非常用ガスタービン発電機建

屋の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価について」に示す。 

 

(3) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重

大事故等対処施設は、基準地震動Ssによる地震力に対して、重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

動的機器については、当該機器の構造、動作原理等を考慮した評価を行うこ

と、又は既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超

えていないことを確認することにより、当該機器に要求される機能を保持す

る設計とする。 

 

(4) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重

大事故等対処施設に適用する動的地震力は、水平2方向及び鉛直方向につい

て適切に組み合わせて算定するものとする。なお、水平2方向及び鉛直方向

の地震力が同時に作用し、影響が考えられる施設については許容限界の範囲

内に留まることを確認する。 

 

(5) 重大事故等対処施設を防護するための火災感知設備及び消火設備は、耐震重

要度分類Cクラスの施設に適用する静的地震力に対しておおむね弾性状態に

留まる範囲で耐えられる設計とする。 

 

(6) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重

大事故等対処施設が、それ以外の発電所内にある施設（資機材等含む）の波

及的影響によって、それぞれの安全機能及び重大事故等に対処するために必

要な機能を損なわないように設計する。 

 

(7) 申請施設の構造計画及び配置計画に際しては、地震の影響が低減されるよう

に考慮する。 
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7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等

対処施設については、基準地震動Ssによる地震力によって生じるおそれがある周辺斜

面の崩壊に対して、必要な機能が損なわれるおそれがない場所に設置する。具体的に

はJEAG4601-1987の安定性評価の対象とすべき斜面や、土砂災害防止法での土砂災害警

戒区域の設定離間距離を参考に、個々の斜面高を踏まえて対象斜面を抽出する。 

上記に基づく対象斜面として抽出した周辺斜面及びその耐震安定性評価については、

非常用ガスタービン発電機の設置に係る設置（変更）許可から申請施設の配置や周辺

斜面の状況に変更はなく、技術基準規則第50条に適合していることを確認していると

ともに、敷地内土木工作物による斜面の保持等の措置を講じる必要がないことを確認

した。その詳細について、資料17-1「耐震設計の基本方針」別紙「非常用ガスタービ

ン発電機建屋の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価について」に示す。 

 

8. ダクティリティに関する考慮 

申請施設は、構造安全性を一層高めるために、材料の選定等に留意し、その構造体

のダクティリティを高めるように設計する。具体的には、資料17-10「ダクティリティ

に関する設計方針」に従う。 

 

9. 機器・配管系の支持方針 

機器・配管系本体については前述の方針に基づいて耐震設計を行う。それらの支持

構造物については、設計の考え方に共通の部分があること、特に、ポンプやタンク等

の補機類、電気計測制御装置、配管系については多数設置することからその設計方針

をまとめる。具体的には、資料17-11「機器・配管の耐震支持方針」に従う。 

 



 

別紙 
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1. はじめに 

本資料は、資料17-1「耐震設計の基本方針」のうち、「2. 耐震設計の基本方針」及び

「7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針」に基づき、非常用ガスタービン発

電機建屋（以下「GT建屋」という。）の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価について説

明するものである。 

GT建屋の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価については、設置（変更）許可申請書

（平成29年10月4日）において確認している。本工事計画において、設置（変更）許可

申請時から構造物の形状や地盤の設置状況等の条件に変更はない。なお、平成31年２月

27日付原子力発第18296号で申請した所内常設直流電源設備（３系統目）の荷重につい

ては、設置（変更）許可申請書の安定性評価において考慮している。 

このため、GT建屋の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価は、設置（変更）許可申請書

から変更されるものではなく、GT建屋を設置する基礎地盤が技術基準規則第49条を、GT

建屋の周辺斜面が技術基準規則第50条をそれぞれ満足することを確認している。具体

的には、GT建屋を設置する基礎地盤が、基準地震動Ssによる地震力による基礎地盤のす

べり、基礎の支持力及び基礎底面の傾斜に対して十分な安全性を有することを確認し

ている。また、GT建屋の周辺斜面が、基準地震動Ssによる地震力による周辺斜面のすべ

りに対して十分な安全性を有することを確認している。その詳細を以下に説明する。 
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2. 設置（変更）許可における基礎地盤の安定性評価 

GT建屋の基礎地盤の安定性評価については、参考資料のとおり、既許可※における3

号炉原子炉建屋南北断面（X-X’断面）の評価で代表されることを確認している。3号炉

原子炉建屋南北断面（X-X’断面）の位置図を第2-1図に示す。 

※GT建屋に係る設置（変更）許可については、平成29年10月4日付 原規規発第1710043号にて許可 

 

以下に、3号炉原子炉建屋南北断面（X-X’断面）の評価について説明する。 

 

2.1 解析条件 

(1) 解析モデル 

解析モデルは、解析用岩盤分類図に基づき作成する。解析用岩盤分類図を第2-2

図に、解析用要素分割図を第2-3図に示す。また、解析用物性値を第2-1表に示す。 

    

(2) 入力地震動 

  入力地震動は、解放基盤表面（EL.+10.0m）で定義される基準地震動Ssを一次元

波動論によって地震応答解析モデルの入力位置で評価したものを用いる。Ss-1（応

答スペクトルに基づく手法による基準地震動）については水平動及び鉛直動の位

相反転、Ss-3-1 及びSs-3-2（震源を特定せず策定する地震動）については水平動

の位相反転を考慮する。 

 

2.2 解析手法 

基準地震動Ssに対する地震応答解析を二次元動的有限要素法により行う。地震応

答解析は周波数応答解析手法を用い、等価線形化法により動せん断弾性係数及び減

衰定数のひずみ依存特性を考慮する。 

地震時の応力は、地震応答解析による動的応力と、静的解析による常時応力を重

ね合わせることにより求める。動的応力は水平地震動及び鉛直地震動による応答を

考慮して求める。 

これらの手法により、基礎地盤のすべり安全率、支持力及び基礎底面の傾斜に対

する評価を実施する。 
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第2-1表 解析用物性値 
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第2-1図 3号炉原子炉建屋南北断面（X-X’断面）の位置図 

 

 

 

 

第2-2図 解析用岩盤分類図（X-X’断面） 
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第2-3図 解析用要素分割図（X-X’断面） 
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2.3 評価内容 

 (1) すべり安全率 

   すべり安全率は、想定したすべり面上の応力状態をもとに、すべり面上のせん断

抵抗力の和をすべり面上のせん断力の和で除して求める。 

 

 (2) 支持力 

    基礎底面における地震時最大接地圧を求める。 

 

 (3) 基礎底面の傾斜 

基礎底面の傾斜は、基礎底面両端のそれぞれの鉛直方向の変位の差を基礎底面

幅で除して求める。 

 

  (4) 地殻変動による基礎地盤の変形の影響評価 

敷地内及び敷地近傍には震源として考慮する活断層が分布していないことを確

認していることから、敷地において地殻の広域的な変形による著しい地盤の傾斜

が生じることはないが、敷地前面海域の断層群（中央構造線断層帯）は、敷地に比

較的近く規模が大きい中央構造線断層帯及び別府－万年山断層帯であるため、当

該断層の活動に伴い生じる地盤の傾斜について評価を実施する。地殻変動量の算

出には、Mansinha,L.and Smylie,D.E.（1971）の手法を用いる。 

 

 

2.4 評価結果 

 (1) すべり安全率 

想定すべり面におけるすべり安全率を第2-2表に示す。最小すべり安全率は1.8

であり、「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド」（平成25

年6月19日, 原子力規制委員会）に基づく評価基準値1.5を上回る。 

以上のことから、基礎地盤はすべりに対して十分な安全性を有している。 

 

(2) 支持力 

基礎底面の支持力に対する評価結果を第2-3表に示す。3号炉原子炉建屋の基礎

底面における地震時最大接地圧は2.15N/mm2である。 

3号炉原子炉建屋の基礎地盤は○CH級の堅硬な岩盤で構成されており、○CH級岩盤の

極限支持力7.84N/mm2 以上を下回ることから、基礎地盤は十分な支持力を有してい

る。 

以上のことから、基礎地盤は支持力に対して十分な安全性を有している。 
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   (3) 基礎底面の傾斜 

基礎底面の最大傾斜を第2-4表に示す。地震時における3号炉原子炉建屋基礎

底面の最大傾斜は1/29,000である。基礎底面に生じる傾斜は、「基礎地盤及び周

辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド」（平成25年6月19日, 原子力規制

委員会）に基づく評価基準値の目安である1/2,000を下回っていることから、重

要な機器・系統の安全機能に支障を与えるものではない。 

以上のことから、基礎地盤は傾斜に対して十分な安全性を有している。 

 

  (4) 地殻変動による基礎地盤の変形の影響評価 

地殻変動による基礎地盤の変形の影響評価を第2-5表に示す。地殻変動による

基礎地盤の最大傾斜は1/28,000である。また、地震動による傾斜との重畳を考慮

した場合においても、3号炉原子炉建屋基礎底面の最大傾斜は1/14,000であり、評

価基準値の目安である1/2,000を下回っていることから、重要な機器・系統の安全

機能に支障を与えるものではない。 
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第2-2表 すべり安全率に対する評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

第2-3表 基礎底面の支持力に対する評価結果 
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第2-4表 基礎底面の傾斜に対する評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

第2-5表 地殻変動による基礎地盤の変形の影響評価 
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3. 設置（変更）許可における周辺斜面の安定性評価 

GT建屋の周辺斜面の安定性評価については、参考資料のとおり、既許可における3号

炉原子炉建屋南北断面（X-X’断面）の評価で代表されることを確認している。 

以下に、3号炉原子炉建屋南北断面（X-X’断面）の評価について説明する。 

 

3.1 解析条件 

(1) 解析モデル 

解析モデルは、解析用岩盤分類図に基づき作成する。解析用岩盤分類図を第3-

1図に、解析用要素分割図を第3-2図に示す。また、解析用物性値を第3-1表に示す。 

 

 (2) 入力地震動 

入力地震動は、解放基盤表面（EL.+10.0m）で定義される基準地震動Ssを一次元

波動論によって地震応答解析モデルの入力位置で評価したものを用いる。Ss-1

（応答スペクトルに基づく手法による基準地震動）については水平動及び鉛直動

の位相反転、Ss-3-1 及びSs-3-2（震源を特定せず策定する地震動）については水

平動の位相反転を考慮する。 

 

3.2 解析手法 

基準地震動Ssに対する地震応答解析を二次元動的有限要素法により行う。地震

応答解析は周波数応答解析手法を用い、等価線形化法により動せん断弾性係数及

び減衰定数のひずみ依存特性を考慮する。 

地震時の応力は、地震応答解析による動的応力と、静的解析による常時応力を重

ね合わせることにより求める。動的応力は水平地震動及び鉛直地震動による応答

を考慮して求める。 

これらの手法により、周辺斜面のすべり安全率に対する評価を実施する。 
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第3-1表 解析用物性値 
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第3-1図 解析用岩盤分類図（X-X’断面） 

 

 

第3-2図 解析用要素分割図（X-X’断面） 
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3.3 評価内容 

すべり安全率は、想定したすべり面上の応力状態をもとに、すべり面上のせん断

抵抗力の和をすべり面上のせん断力の和で除して求める。 

 

3.4 評価結果 

    想定すべり面におけるすべり安全率を第3-2表に示す。最小すべり安全率は1.3

であり、「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド」（平成25

年6月19日, 原子力規制委員会）に基づく評価基準値1.2を上回る。 

以上のことから、周辺斜面はすべりに対して十分な安全性を有している。 
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第3-2表 すべり安全率に対する評価結果 
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4. まとめ 

GT 建屋の基礎地盤及び周辺斜面については、「2. 設置（変更）許可における基礎地

盤の安定性評価」及び「3. 設置（変更）許可における周辺斜面の安定性評価」のと

おり、設置（変更）許可申請において設置許可基準規則※第 38 条及び第 39 条に適合

していることを確認しており、本工事計画において設置（変更）許可申請時から構造

物の形状や地盤の設置状況等の条件に変更はなく、技術基準規則第 49 条及び第 50 条

に適合していることを確認した。 

 

※ 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 
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GT建屋の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価における評価断面について 

 

1. はじめに 

GT建屋の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価については、GT建屋に係る設置（変

更）許可（平成29年10月4日付 原規規発第1710043号）において、3号炉原子炉建屋南

北断面（X-X’断面）の評価で代表されることを確認している。その概要について以

下に示す。 

 

2. 基礎地盤の安定性評価における評価断面について 

  GT建屋の基礎地盤の安定性評価に対する評価断面を第1-1図及び第1-2図に示す。GT

建屋は岩掘削による掘り込み式の構造物であり、岩盤に対して10m程度の埋込み深さ

を有する。底面及び地下部側面を岩盤に囲まれており、支持地盤及び側面はいずれも

Ⅰ級岩盤である。また、設置位置付近には比較的破砕幅が大きく連続性のある断層は

認められない。 

GT建屋の評価断面（V-V’断面及びW-W’断面）は、以下①～④の理由により3号炉

原子炉建屋南北断面（X-X’断面）の評価に代表させる。理由①～④に対応するGT建

屋と3号炉原子炉建屋の比較図を第1-3図に示す。 

 

 ① GT建屋と3号炉原子炉建屋は同等の岩種・岩級の地盤に支持されている。 

  

② 構造物の規模は3号原子炉建屋の方が有意に大きく、安定性評価においては重量

の大きな3号原子炉建屋の方が厳しい評価となる。 

   (3号原子炉建屋：約2.5×106kN（約520kN/m2）、GT建屋：約3.4×105kN（約

250kN/m2）) 

   

③ 3号原子炉建屋と異なり、GT建屋は岩掘削による掘り込み式の構造物であり、地 

震応答が抑えられるとともに、すべりに対する抵抗力も大きい。 

 

 ④ 3号原子炉建屋の直下には比較的破砕幅が大きく連続性のある断層が分布し、す

べり安全率が小さくなるすべり面を形成しやすいが、GT建屋設置位置付近には比

較的破砕幅が大きく連続性のある断層は認められず、すべり安全率が小さくなる

すべり面を形成しにくい。 

 

以上より、GT建屋の基礎地盤の安定性評価に対する評価断面は、3号炉原子炉建屋

南北断面に代表させる。GT建屋と3号炉原子炉建屋の比較表を第1-1表に示す。 

参考資料 
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第1-1図 GT建屋の基礎地盤に対する評価断面（平面図） 

 

 

 

 

 

（V-V’断面）                （W-W’断面） 

第 1-2 図 GT 建屋の基礎地盤に対する評価断面（断面図）
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第1-1表 GT建屋と3号炉原子炉建屋の比較表 
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3. 周辺斜面の安定性評価における評価断面について 

  GT建屋の周辺斜面の安定性評価に対する評価断面を第1-4図及び第1-5図に示す。 

  GT建屋と3号炉原子炉建屋の周辺斜面は、同一斜面が対象となるが、GT建屋の評価

断面（a-a’断面）は、3号炉原子炉建屋南北断面（X-X’断面）と比較して斜面勾配

が有意に小さく、a-a’断面の評価はX-X’断面の評価で代表できる。なお、安定性評

価においては保守的に片理面に沿う方向のせん断抵抗力を採用してすべり安全率を評

価しており、両断面における片理方向は安定性評価結果に影響を与えるものではな

い。GT建屋と3号炉原子炉建屋の比較図を第1-6図に示す。 

以上より、GT建屋の周辺斜面の安定性評価に対する評価断面は、3号炉原子炉建屋

南北断面に代表させる。 
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第1-4図 GT建屋の周辺斜面に対する評価断面（平面図） 

 

 

 

 

 

 

第1-5図 GT建屋の周辺斜面に対する評価断面（断面図） 
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第1-6図 GT建屋と3号炉原子炉建屋の比較図 

 

 




